
第10回新たな地域医療構想等に関する検討会に向けての意見

第10回検討会に所用で欠席いたしますので、文書にて意見を申し述べます。
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総論：

地域ごとの差異、地域医療構想の前提となる今後の社会経済環境の変化の大きさに鑑みれば

：現状の診療行動・機能分担（入院/外来、医療/介護）を前提にした現状投影型の推計は機能しない。

：地域における医療提供体制全体の改革（最適の資源分配・機能分担・タスクシフト）、さらには医療・介護を通じた全体

の改革を行なっていくことを織り込んだ改革遂行型地域医療構想を策定することが必要。

第2回検討会（2023年4月17日）ヒアリングの際に申し上げたこと（抜粋）

各論
① 在宅医療・地域医療の強化は不可避。テクノロジーの進歩は入院と在宅の役割分担（境界線）を大きく変え,、時間と
空間を超える医療を可能にする。在宅医療・地域医療の姿を描くときは、それを織り込むべき。

③ 人口が減少していく中、2035年には85歳以上高齢者が1000万人を超える。その半数は要介護、４割は認知症。
独居・高齢夫婦が大半となり家族介護力は当てにならない。
医療も介護同様、アウトリーチを前提とした提供体制へと組み替えていくことが必要

④ 資源制約（特に人的資源制約）は大きいと考えるべき。
：コロナ禍で明らかになった日本の医療提供体制の脆弱性を踏まえ、有限の資源をいかに効率的に組み立てて需要
に応えるか、という視点が重要。その観点からもかかりつけ医機能の実装は不可欠。
：現状以上の過重労働を現場に課すことはできない。働き方改革は当然に織り込むことが必要であり、タスクシフト
（専門職間の「人的タスクシフト」）、テクノロジーの活用（IT、IoT、SaMD、AI）による現場の負担軽減を大胆に進めな
いと、地域医療構想それ自体が画餅に帰しかねないと考えるべき。 2



前回のテーマ（回復期・慢性期・在宅）を踏まえて今回のテーマ（外来医療）に
ついて考えると、、、、

（単位：人・床）
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※１：介護保険施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査（10/1時点）【H12・H13】」、「介護給付費等実態調査（10月審査分）【H14～H29】」及び「介護給付費等実態統計（10月審査分）
【H30~】」による。

※２：介護老人福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を合算したもの。
※３：認知症高齢者グループホームは、H12～H16は痴呆対応型共同生活介護、H17～は認知症対応型共同生活介護により表示。（短期利用を除く）
※４：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「社会福祉施設等調査（R2.10/1時点）」による。ただし、H21~H23は調査票の回収率から算出した推計値であり、H24~は基本票の数値。（利用者数ではなく定員数）
※５：有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果（利用者数ではなく定員数）による。サービス付き高齢者向け住宅を除く。
※６：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（R4.9/30時点）」による。（利用者数ではなく登録戸数）
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① 居住系施設（サ高住・有料老人ホーム・GH等）の増大
② 在宅医療（往診・訪問診察）の需要の増大
③ 訪問看護（訪問系サービス）の需要の増大

↓

今回の資料に「（将来の）外来患者数は減少」とあるが、外来需要の
減少は地域における医療需要（在宅医療需要）の減少を意味するも
のではないのではないか。

むしろ、
① 「要医療・要介護の高齢者の増大（患者像の変化）」を踏まえて、
② 「医療施設（回復期・慢性期病床〜介護施設（特養・老健・介護医療院）
〜居住系施設（サ高住・有料・GH等）〜居宅」を通じて、

③ 住民の所在の如何にかかわらず、必要な医療を提供することのできる体制
（＝地域を面で支える提供体制）をどう構築していくのか、

という視点から考えることが必要なのではないか。

3



在宅患者訪問診療料等 件数 推移

○ 訪問診療料 件数 、大幅に増加。往診料 件数 横 い。
○ 訪問診療を受ける患者 約９割 75歳以上 高齢者。

在宅患者訪問診療料、往診料 件数 推移

（件数/月）

出典：社会医療診療行為別統計（厚生労働省）
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累積比率（%）（件数/月）
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出典：2019年社会医療診療行為別統計（６月審査分）第３表をもとに作成

在宅患者訪問診療料

累積比率

第 １ 回 在 宅 医 療 及 び 医 療 ・

介 護 連 携 に 関 す る W G

令 和 ３ 年 1 0 月 １ ３ 日

参考資料

改

在宅患者訪問診療料における年齢階級別分布

「医療」の視点から考えれば、在宅の一類型である「『医療サービス外付け型』
の居住系施設」における医療提供をどう考えるか、という論点があるはず。

①療養病床と介護施設が一種の代替補完関係にある（前回資料）、とある
が、これに居住系施設を加えたらどういう絵柄になるだろうか？
→介護の視点から見れば、この三者（医療施設・介護施設・居住系施設）
の入所者は「要医療・要介護」であるという意味で連続的。

そもそも、全体として検討会の議論が「入院」に議論が集中している。
外来・在宅についての議論が十分ではないという印象。

その上で、今回の検討会のテーマに引き付けて指摘するなら、

：前回の検討会で指摘したように、「外来」だけでは地域の高齢者（居宅・居住
系施設）の医療は支えられない。
訪問診察を受けている高齢者の85％は要介護者、50％は中重度要介護
者８割は80歳以上、3分の２は８５歳以上である。

→今回の外来機能では、外来の機能分化（診療所と病院の機能分化〜専門
外来への特化）のみがテーマになっているが、外来のみならず、往診や訪問
診察などのアウトリーチ型の医療提供や遠隔医療・オンライン診療などの
「空間を超える医療提供」も視野に入れた構想を考えないと、将来の地域
医療は成り立たない、と思料するが、如何。 4


	スライド 1: 第10回新たな地域医療構想等に関する検討会に向けての意見
	スライド 2
	スライド 3: 前回のテーマ（回復期・慢性期・在宅）を踏まえて今回のテーマ（外来医療）について考えると、、、、
	スライド 4

